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１度同意書の署名が得られた後、拒否をされ再度インフォームドコンセントを行い、了

承された 2 例について提示を行い話題を提供したい。 
症例１）４９歳・男性。父と２人暮らし。 

うつ病にて大学病院精神科通院加療、高血圧症・気管支喘息にて当院加療中、膿胸にて入

院加療実施。廃用性筋力低下認め、排痰障害あり肺炎繰り返し、摂食嚥下障害も高度みら

れた。嚥下造影検査では、球麻痺類似状態にて経管栄養適応と判断し、患者・家族（父と

姉）と面談・ＰＥＧの同意を得た。不安点として出されたのは、①ＰＥＧ後安定した後の

療養先の件、②経済的負担の件、であった。ＰＥＧ前日に、父から反対の表明があり中止、

再度面談行い了承を得、２週間後にＰＥＧ施行。 
 症例２）８１歳・男性。妻と２人暮らし・キーパーソン：長女。 
認知症、ＣＯＰＤ、糖尿病、心房細動にて通院加療中、肺炎にて入院。経過中窒息様エピ

ソード有り、嚥下造影検査では、先行期・口腔期・咽頭期に障害認め経管栄養適応と判断。

面談（妻・長女）にてＰＥＧ同意を得たが、１週後長女より再考の申し出あり再面談し了

承を得た。懸念点は、友人を含め相談したところ意識無い状態でも強制的に栄養注入され

るとの認識であった。 


